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地域公共交通計画等の作成と運用の手引き [理念編]  

■本手引きについて 

 本手引きは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 41 号）に基づく

地域公共交通計画並びに地域公共交通計画に基づく特定事業の実施計画の作成と運用を通じて、

地域の移動手段の確保・充実を図るための取組について、手順や考え方を示したものです。 

 本手引きは、主に地域公共交通計画の作成を検討している地方公共団体職員の方を読者として想

定しています。特に、初めて地域公共交通計画を作成するに当たり、何から手を付けてよいか分

からない方や、公共交通専任の担当者が少数又は担当者不在の地方公共団体の方が、地域公共交

通計画を作成する上で踏まえるべきポイントを明確にし、真に検討すべき事項を明らかにするた

めの観点から取りまとめています。また、作成後、どのように計画をもとに事業を運用していく

べきかについても併せて解説しています。 

 地域公共交通計画の作成・運用に当たっては、担当者のみではなく、職場の上司や関係部署の担

当者、地域公共交通の担い手である交通事業者の方などにも、その趣旨や検討のポイントを十分

に理解してもらうことが必要です。本手引きは、そのような方々にも目を通してもらうようにし

てください。 

 本手引きは、手順や考え方を示したものであり、実際の計画づくりや運用に当たってはそれぞれ

の地域の状況や特性に応じた対応を心掛ける必要があります。したがって、必ずしも本書に記載

された手順通りに行う必要は無く、飽くまでも計画づくりや運用の参考として活用していただけ

れば幸いです。 

 

■本手引きの内容について 

本手引きは令和 5 年 10 月 1 日時点の法制度等に基づいて作成しています。 

 

■法令等の略号 

(1) 略号 

・法：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

・施行令：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令 

・施行規則：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 

  

(2) 法令等の略し方 

・条：§1、§2、・・・ 

・項：①、②、・・・（マル付き数字） 

・号：Ⅰ、Ⅱ、・・・（ローマ数字） 

 ＜例＞ 

法第 5 条第 3 項第 2 号 → 法§5③Ⅱ 

 

■地方運輸局等について 

本手引きでは、「各地方運輸局交通政策部交通企画課・神戸運輸監理部総務企画部企画課・沖縄総

合事務局運輸部企画室」のことを「地方運輸局等」と表記しています。  



 

 

■本手引きの構成 

本手引きは、「理念編」・「実践編」・「別冊」から構成されています。 

 

 

 

① 初めて地域公共交通の分野に関わる方、地域公共交通計画の作成と運用のポイントを理解したい方 

→理念編並びに実践編「第 1 章」で「地域公共交通」の実情や「地域公共交通計画」の作成と運用

のポイントを解説しています。まずはここから読んでみましょう。 

② 地域公共交通計画の基本的な作成の流れや、各検討項目での作業内容等を理解したい方 

 →実践編「第 1 章」～「第５章」を一通り読んでいただくか、興味のある項目に絞って読んでみま

しょう。 

③ 地域公共交通特定事業等をはじめ、国の事業制度の内容について理解したい方 

 →実践編「第 1 章 1.5 計画制度と補助制度の連動化について」で概要を解説していますので確認

してみてください。また、「地域旅客運送サービス継続事業」、「地域公共交通利便増進事業」、

「新モビリティサービス事業」については別冊で詳しく解説していますので、必要に応じて参照

してみてください。 

④ 他地域の事例等を勉強したい方 

 →実践編の各項目の解説に続いて全国の事例を紹介していますので確認してみてください。また、

実践編においては、より詳しい情報が掲載されている参考となる図書・報告書の紹介も行ってい

ますので、必要に応じて参照してみてください。 

 

 
  

1. 地域公共交通の現状とリ・デザイン（再構築）の必要性
2. 地域公共交通に関する法律
3. 地域公共交通計画の作成に向けて
4. 地域公共交通計画の作成・運用に当たっての10のポイント

理念編
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の理念や、地域公共交通計画作成・運用に関する
基本的な考え方を学ぶことができます。

1. 地域公共交通計画作成に関する基本事項について
2. 地域の問題点・課題の明確化について
3. 協議会の立ち上げ・運営について
4. 目標設定と検証の方法について
5. これからのサービスの在り方について

実践編
地域公共交通計画の作成・運用を行う上で必要となる各種調査・分析手法、法定協議会の設
立・運営方法の他、他地域の事例等について紹介しています。

1. 地域旅客運送サービス継続事業について
2. 地域公共交通利便増進事業について
3. 新モビリティサービス事業について

別冊
地域旅客運送サービス継続事業、地域公共交通利便増進事業、新モビリティサービス事業に関
する計画作成方法や事業の進め方について詳しく説明しています。
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第１章  地域公共交通の現状とリ・デザイン（再構築）の必要性  

 

 地域公共交通の役割と課題  

私たちの日常生活は、「移動」の上に成り立っています。こうした日々の移動において、公共交通

機関や自家用自動車は不可欠です。新型コロナウイルス感染症拡大により人の移動が制限される中、

EC 業界の発展やテレワークの普及により、日常生活の一部がリモートにより代替できるようになり

ましたが、移動を伴った生活から得られる喜びや満足感、臨場感などの全てを代替するところまでに

は至っていません。逆に、国民のニーズが商品の所有や機能に価値を見出す「モノ消費」から体験や

経験に価値を見出す「コト消費」に移行する中、移動の重要性が改めて見直されています。また、地

方部を中心に、地近隣の中小店舗の減少や病院の統廃合・移転、学校の統廃合等により、買物・通院・

通学など、日常生活における移動手段の確保は大きな課題となっています。 

一方で、鉄道・バス・タクシーといった公共交通の利用者は、特に地方部において減少傾向にあり

ます。全国の交通事業者は、様々な経営努力によりこの需要減に対応してきていますが、その多くが

赤字経営を余儀なくされ、更にはコロナ禍による交通需要の減少により、我が国の公共交通事業は存

続が危ぶまれる状況になっています。 

これまで、地方における公共交通の利用者減少の主な要因は、モータリゼーションの進展に伴う公

共交通から自家用自動車への移動手段の転換でした。しかし、国内の自家用自動車保有台数が頭打ち

となっている現在、公共交通から自家用自動車への転換は一段落しています。それでもなお公共交通

の利用が減少しているのは、人口減少の影響が大きいことに起因しており、更には、若者世代におい

ては、人口減少のペースを上回って公共交通の移動量が減少している地域も多くあります。 

他方、高齢化の進展や、高齢者による運転免許証の自主返納が進みつつあること等から、自家用自

動車を運転できない高齢者等の移動手段としての公共交通の重要性が増大しています。このような中、

地域公共交通は、生活の不安を解消し、くらしやすく魅力あふれる地域を創り上げるため、また、地

域間の人の流れを創出し、観光客や交流人口の増加を図るために必要な基盤的サービスといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲地域における移動の実態 
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 地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）  

我が国においては、多くの場合、民間事業者の能力を活用して、利用者のニーズを前提として、そ

れに対応するよう運送サービスを提供するという形で進められてきたところです。しかしながら、地

域旅客運送サービスは、住民の豊かな暮らしの実現や地域の社会経済活動に不可欠であるにもかかわ

らず、近年、人口の急激な減少や地域公共交通を担う運転者不足の深刻化、ライフスタイルの変化等

に伴い、地方部をはじめとして、民間事業者による運送サービスの提供の継続が困難となる地域が増

加しています。 

さらに、民間事業者による運送サービスの提供が可能なエリアにおいても、居住や都市機能の誘導

といったまちづくり施策や、近年の訪日外国人観光客の急増も踏まえた、交流人口を増加させるため

の観光施策などと十分に連携して交通施策を進めることが重要となっています。官民や交通事業者間、

他分野との垣根を超えた連携と協働を進めることにより、運送サービスの利便性・生産性を向上させ

ながら、将来にわたる持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保し、地域の活力を維持するとと

もに、個性あふれる地方の創生を推進していくことが求められています。 

また、MaaS（Mobility as a Service）等の新たなモビリティサービスが出現しているなど、公共

交通に関する AI・ICT 等の新技術や新たなサービスの効果的な導入による DX（デジタル・トランス

フォーメーション）の取組や、公共交通分野の脱炭素化に向けた車両の電動化や再生可能エネルギー

の地産地消等の GX（グリーン・トランスフォーメーション）の取組により運送サービスの質の向上

を図ることが求められるようになってきています。 

また、移動需要の減少の継続、交通事業者の赤字の拡大・経営の悪化、それに伴う路線廃止等によ

るサービス水準の低下により、さらに利用が減少する「負のスパイラル」に陥らないようにするため

には、人口減少下においても一定の移動需要を維持・確保することがポイントになります。 

このような状況を受け、令和 5 年の地域公共交通活性化再生法（以下、地域交通法といいます）の

改正に伴い、目的規定に「地域の関係者」の「連携と協働」を追加し、国の努力義務として、関係者

相互間の連携と協働の促進が追加されました。今後、交通ＤＸ・ＧＸ、地方公共団体や民間の多様な

主体との共創、地域経営における連携強化等を通じ、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交

通の「リ・デザイン」（再構築）を進めることが喫緊の課題となっています。 

 

▲地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）  
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 地方公共団体が地域公共交通に取り組む意義  

地域公共交通の利用者は減少傾向にあり、民間交通事業者の経営努力のみに依存して維持していく

ことは難しくなっています。そのため、移動手段の確保において地方公共団体が果たす役割は大きく

なってきています。 

また、地域における移動手段の維持・確保は、交通分野の課題解決にとどまらず、まちづくり、観

光振興、商業、健康・医療、福祉・介護、教育、環境等の様々な分野で大きな効果をもたらします。

地域公共交通を確保・維持することは、地域社会全体の価値を高めることに直結しますので、地域の

総合行政を担う地方公共団体が先頭に立って、地域戦略の一環として取り組んでいくことが重要です。 

地域公共交通を取り巻く環境は地域によって異なります。そのため、地域公共交通のあり方を考え

ようとすると、まずは地域の現状を見て・聞いて・触れて理解した上で、データ等を使って課題を整

理する必要があります。更に、交通事業者や住民・利用者、学識経験者など、課題解決に関わるメン

バーを集め、彼らとの連携のもとで地域公共交通の改善策を検討・実装していくことになります。地

方公共団体の職員の方は、このような情報を深く知ることができる立場にあります。また、住民など

の移動ニーズにきめ細かく対応できるとともに、関係者の皆さんとの意見交換や調整が行いやすい立

場にあります。 

加えて、地域交通法においては、「市町村は主体的に地域公共交通の活性化・再生に取り組むよう

に努めなければならない（法§４③）」、「都道府県は、各市町村を越えた広域的見地から市町村と

密接な連携を図り、活性化・再生に取り組む（法§４②）」と明示されており、地方公共団体による

地域公共交通への積極的な関与が法律の面からも求められています。 

ただし、地方公共団体において交通政策を担当している職員の方が単独で地域の現状を全て把握す

ることは容易ではありません。移動に関する課題は、まちづくりや観光振興、商業、健康・医療、福

祉・介護、教育、環境等、様々な部局でも日常的に取り扱うことが多く、普段から積極的に他の部局

と交流し、情報交換や相談を行うことが重要です。また、地域公共交通に関する取組を展開するため

には、交通事業者等の関係者との信頼関係が基本になるため、常日頃から顔の見える関係性を構築す

ることも大切なことです。 
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第２章  地域公共交通に関する法律  

 

地域公共交通に関する主な法律として、以下が挙げられます。 

 

▼地域公共交通に関する法律 

関連する法律 概要 

交通政策基本法 ・交通全体に関する政策の基本的な考え方、その進め方を決める法律です。 

・交通政策に関する基本理念や基本事項などを定め、国及び地方公共団体

の責務を明らかにすることで、交通に関する施策を総合的・計画的に推進

し、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的と

しています。 

地域公共交通の活性

化及び再生に関する

法律（地域交通法） 

・地域公共交通の活性化・再生に向けた地域の主体的な取組や創意工夫を

総合的・一体的・効率的に推進することを目的に施行された法律です。・

全ての地方公共団体が作成に努めなければならない「地域公共交通計画」

や、これに基づき実施する事業等について定めています。 

道路運送法 ・道路運送事業の適正な運営及び輸送の安全を確保し、道路運送に関する

秩序を確立するための法律です。 

・バス・タクシーのように、自動車を用いて、乗客から運賃を受け取り、移

動サービスを提供する場合は、「道路運送法」による許認可や届出が必要

になります。 

鉄道事業法 ・鉄道事業の適切な運営、輸送安全の確保や利用者利益の保護という観点

から、鉄道事業等を営む者が守るべき基本的な事項について定めた法律

です。 

・事業許可、工事の施行認可、運賃・料金の上限認可、運行計画の届出など、

基本となる規定のほか、鉄道事業の区分や鉄道の種類に関する規定も設

けられています。 

軌道法 ・一般交通の用に供するため道路に施設される鉄道に適用される法律です。 

・軌道事業の運営、軌道経営者と利用者の契約関係、施設・運転・係員の基

準等を規定しています。 

海上運送法 ・水上（海、湖、沼、河川）で旅客等を輸送する事業について定めた法律で

す。 

道路法 ・道路の整備のため、道路に関して認定・管理・保全や費用の負担などに関

する事項を定め、交通の発達に寄与することを目的として定められた法

律です。 

・公道上にバス停等を設置するためには、この法律に基づき、道路管理者か

ら道路占用許可を得ることが必要になります。 

道路交通法 ・道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的

として、道路交通の基本的ルールを確立するとともに、違反行為に対する

罰則と、反則行為に関する処理手続きを定める法律です。 

・法律の所管は警察庁であり、バス等の運行に際しては、地元の公安委員会

（所轄警察署）との調整が必要不可欠です。 

都市再生特別措置法 ・都市再生の推進に関する基本方針などを定める法律です。 

・都市再生に向けた都市計画の特例や交付金（社会資本整備総合交付金）の

交付などの特別な措置を講じています。 

・平成 26 年に行われた改正により、住宅及び都市機能増進施設の立地の

適正化を図るための計画制度として「立地適正化計画」が創設されまし

た。 

・令和 2 年に行われた改正により、「居心地が良く歩きたくなる」まちな

かづくりのための取組が新たに位置付けられました。 
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地域公共交通計画等の作成と運用の手引き [理念編]  
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地域公共交通に関連する法制度のうち、特に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」と「道

路運送法」の 2 つについては触れる機会が多いため、理解を深めておきましょう。 

 

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（地域交通法）  

地方公共団体が地域公共交通に関する検討・運用に取り組む際、交通事業者や地域住民、関係行政

機関などの多様な人たちとの調整が必要となることが多いですが、こうした関係者と個別に協議や調

整をして合意形成を図ることは負担が大きく、また関係者相互での情報共有を行うにも非効率なこと

が多いです。そのため、関係者が一堂に会する協議組織を作る方が効率的です。このための組織体を

組成する根拠法が地域交通法であり、組織体のことを「法定協議会」といいます（法定協議会につい

ては、実践編第 3 章で説明します）。なお、令和 5 年の地域交通法の改正に伴い、同法の目的規定に

地方公共団体・公共交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係者」の「連携と協働」が加わっ

ており、国としても法定協議会への多様な関係者の参画を後押ししています。 

法定協議会では、地域公共交通に関する取組内容についての計画を協議します。この計画のことを

「地域公共交通計画」といいます。 

なお、地域交通法においては、地域公共交通計画以外にも、DMV（デュアルモードビークル）や水

陸両用車などを用いるための新地域旅客運送事業計画、MaaS に取り組む際に、運賃・料金の届出手

続きが簡略化される新モビリティサービス事業計画についても規定されています。 

 

 道路運送法  

地方公共団体が公共交通を導入・運用する際には、バスやタクシーを活用する例が多いですが、自

動車を用いて、乗客から運賃を受け取り、移動サービスを提供する場合は、「道路運送法」による許

認可や届出が必要になります。これは、民間の交通事業者であってもコミュニティバスであっても同

様ですし、路線やダイヤを設定した運行（路線定期運行）でも、オンデマンド交通でも同様です。 

道路運送法は、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進等を図る

ことを目的とした法律でしたが、近年は地方公共団体が地域公共交通に関する取組に関与しやすいよ

うに改められています。「地域公共交通会議」の制度がその代表であり、同会議は地方公共団体が主

宰し、地域の交通サービスの在り方について協議することが可能です。地域公共交通会議では、地域

公共交通に関する様々な関係者が一堂に会し、サービスの必要性について議論することから、地域公

共交通会議で協議が整うことにより、運行事業者が道路運送法に基づく許認可を得るために必要な処

理期間が短縮されるなどの特例が受けられます。 

最近では、交通事業者による緑ナンバー車両での運行が困難な場合、白ナンバー車両を用いた「自

家用有償旅客運送」を行うケースも多いですが、自家用有償旅客運送の導入のための協議も地域公共

交通会議で行うことができます。 
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第３章  地域公共交通計画の作成に向けて  

 

 地域公共交通計画とは？  

地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マス

タープラン」としての役割を果たすものです。国が定める「地域公共交通の活性化及び再生の推進に

関する基本方針（以下、基本方針と呼びます。）」に基づき、地方公共団体が地域の移動に関する関

係者を集めて法定協議会を開催しつつ、交通事業者や地域の関係者等との協議を重ねることで作成し

ていくものです。 

地域公共交通計画においては、従来のバスやタクシーといった既存の公共交通サービスを活用した

上で、必要に応じて自家用有償旅客運送やスクールバス、福祉輸送、病院・商業施設・宿泊施設・企

業などの既存の民間事業者による送迎サービス、物流サービス等の地域の多様な輸送資源についても

活用する取組を盛り込むことで、持続可能な地域公共交通の提供を確保することを求めています。そ

の際、IC カード・二次元コード等のキャッシュレス決済の導入促進、更には MaaS、オンデマンド交

通における AI 活用の取組、自動運転などの技術も活用して生産性を向上しつつ、地域の高齢者、子育

て世代や外国人旅行者も含めた幅広い利用者にとって使いやすいサービスが提供されることが必要で

す。 

このように、地域公共交通計画は、地域の社会・経済の基盤となるものです。そのため、基本的に

全ての地方公共団体において、計画の作成や実施を「努力義務」として定めています。 

 

 

▲地域旅客運送サービスのイメージ 

 

 

  

地域旅客運送サービス

公共交通機関

鉄軌道 路線バス 旅客船

コミュニティバス デマンド交通 乗用タクシー

自家用有償
旅客運送

福祉輸送、スクールバス、
病院・商業施設等の
送迎サービスなど
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地域公共交通計画の作成に向けて 第３章 

 
 

 

○愛知県

青森県（全域） 秋田県（全域） 水戸市 橋本市 宇部市 福岡市 佐賀県（全域） 熊本県（全域）

日立市 和歌山市 周南市 北九州市

下妻市 紀の川市 光市 久留米市

常陸太田市 豊橋市 田辺市 長門市 中間市 伊万里市

秋田市 かすみがうら市 岡崎市 広川町 江津市 美祢市 筑紫野市 鹿島市

湯沢市 神栖市 一宮市 有田市 松江市 山陽小野田市 行橋市 小城市

鹿角市 行方市 豊川市 白浜町 大田市 下松市 朝倉市 鳥栖市

由利本荘市 牛久市 柏崎市 日進市 雲南市 下関市 豊前市 武雄市

大仙市 稲敷市 江戸川区 佐渡市 田原市 安来市 防府市 飯塚市 神埼市

函館市 仙北市 土浦市 多摩市 上越市 弥富市 益田市 山口市 糸島市 嬉野市 熊本市・嘉島町

深川市 八戸市 にかほ市 龍ケ崎市 武蔵野市 魚沼市 七尾市 清須市 出雲市 岩国市 嘉麻市 多久市 八代市

岩見沢市 弘前市 北秋田市 潮来市 青梅市 長岡市 白山市 長久手市 邑南町 萩市 宗像市 吉野ヶ里町 水俣市

千歳市 三沢市 潟上市 つくば市 杉並区 阿賀野市 小松市 豊田市 木津川市 吉賀町 柳井市 柳川市 上峰町 合志市

釧路市 五所川原市 大館市 鹿嶋市 港区 糸魚川市 羽咋市 蒲郡市 福知山市 川本町 周防大島町 八女市 太良町 人吉市

美唄市 青森市 男鹿市 福島市 桜川市 新発田市 加賀市 東海市 八幡市 みやま市 基山町 荒尾市

帯広市 十和田市 横手市 会津若松市 筑西市 見附市 内灘町 西尾市 宮津市 岩美町 高松市 大牟田市 大町町 上天草市

紋別市 黒石市 能代市 郡山市 高萩市 三条市 津幡町 新城市 亀岡市 丸亀市 直方市 佐賀市 天草市

江別市 平川市 五城目町 伊達市 ひたちなか市 東金市 新潟市 志賀町 豊明市 舞鶴市 愛媛県（全域） 東かがわ市 福津市 有田町 宇城市

北広島市 鰺ヶ沢町 藤里町 南相馬市 常陸大宮市 鴨川市 燕市・弥彦村 中能登町 下田市 小牧市 久御山町 東温市 さぬき市 那珂川市 みやき町 山鹿市

旭川市 七戸町 美郷町 喜多方市 つくばみらい市 君津市 胎内市 宝達志水町 伊豆市 半田市 綾部市 西予市 三豊市 古賀市 宇土市

士別市 深浦町 三種町 白河市 守谷市 八街市 妙高市 金沢市 御殿場市 安城市 宇治田原町 井原市 大洲市 坂出市 田川市 大津町

石狩市 平内町 小坂町 須賀川市 古河市 南房総市 五泉市 能美市 鯖江市 湖西市 知立市 伊根町 高梁市 新居浜市 小豆島町・土庄町 筑後市 美里町

稚内市 中泊町 二本松市 石岡市 佐倉市 村上市 能都町 大野市 藤枝市 瀬戸市 甲賀市 瀬戸内市 松山市 三木町 岡垣町 和水町

室蘭市 大鰐町 田村市 坂東市 大網白里市 南魚沼市 坂井市 掛川市 みよし市 長浜市 玉野市 宇和島市 綾川町 久山町 芦北町

小樽市 ○岩手県 本宮市 鉾田市 白井市 阿賀町 小浜市 焼津市 大府市 草津市 倉敷市 今治市 芦屋町 山都町

名寄市 岩手県（全域） 棚倉町 常総市 旭市 津南町 勝山市 牧之原市 春日井市 守山市 津山市 西条市 高知県（全域） 遠賀町 益城町

北見市 石川町 結城市 木更津市 湯沢町 越前町 三島市 東郷町 大津市 真庭市 四国中央市 築上町 水上村

網走市 大崎市 楢葉町 五霞町 富津市 刈羽村 裾野市 豊山町 東近江市 赤磐市 愛南町 鞍手町 御船町

北斗市 栗原市 塙町 城里町 市原市 岐阜県（全域） 静岡市 武豊町 高島市 総社市 鬼北町 香春町 南開町

苫小牧市 石巻市 会津美里町 大子町 柏市 伊東市 南知多町 近江八幡市 備前市 砥部町 福智町

伊達市 白石市 南会津町 東海村 山武市 菊川市 東浦町 岡山市 八幡浜市 大刀洗町

登別市 気仙沼市 西郷村 阿見町 香取市 沼津市 飛島村 奈良県（全域） 久米南町 松前町 糸田町

赤平市 東松島市 玉川村 館山市 浜松市 宇陀市 吉備中央町 東峰村

余市町 八幡平市 仙台市 北塩原村 群馬県（全域） 流山市 富士市 五條市 和気町 徳島県（全域） えびの市

岩内町 釜石市 山元町 大玉村 成田市 高岡市 中野市・山ノ内町 袋井市 天理市 鏡野町 小松島市 長崎県（全域） 都城市

白糠町 宮古市 松島町 三春町 匝瑳市 黒部市 上田市 富士宮市 生駒市 里庄町 阿波市 小林市

白老町 北上市 利府町 鮫川村 千葉市 富山市 佐久市 御前崎市 大和高田市 新見市 徳島市 日南市

仁木町 滝沢市 南三陸町 いわき市 印西市 魚津市 小諸市 長泉町 河内長野市 葛城市 豊岡市 美馬市 延岡市

安平町 花巻市 女川町 太田市 いすみ市 小矢部市 駒ヶ根市 岐阜市 小山町 岸和田市 広陵町 姫路市 三好市 串間市

斜里町 大船渡市 蔵王町 前橋市 富里市 滑川市 長野市 高山市 吉田町 貝塚市 吉野町 神戸市 阿南市 高知市 佐世保市 別府市 宮崎市

音更町 陸前高田市 名取市 富岡市 長南町 南砺市 安曇野市 羽島市 函南町 和泉市 香芝市 加古川市 三原市 鳴門市 宿毛市 五島市 大分市 門川町

当別町 一関市 渋川市 大多喜町 射水市 千曲市 美濃加茂市 磐田市 寝屋川市 川西町 加東市 三次市 つるぎ町 南国市 対馬市 杵築市 高原町

厚岸町 久慈市 山形県（全域） 東吾妻町 橫芝光町 砺波市 塩尻市 土岐市 阪南市 田原本町 たつの市 広島市 東みよし町 土佐清水市 大村市 中津市 日向市

釧路町 盛岡市 長野原町 栄町 上市町 飯山市 各務原市 津市 八尾市 東吉野村 小野市 東広島市 四万十市 松浦市 臼杵市 西都市

せたな町 二戸市 袖ケ浦市 箕輪町 関市 四日市市 池田市 大淀町 加西市 廿日市市 室戸市 壱岐市 豊後大野市 三股町

月形町 岩手町 真岡市 熊谷市 勝浦市 信濃町 多治見市 伊勢市 吹田市 橿原市 西脇市 江田島市 土佐市 平戸市 竹田市 日之影町

共和町 大槌町 山形市 大田原市 春日部市 船橋市 木曽町 飛驒市 松阪市 箕面市 桜井市 三田市 尾道市 須崎市 長崎市 宇佐市

弟子屈町 矢巾町 酒田市 鹿沼市 上尾市 立科町 海津市 伊賀市 太子町 三木市 安芸高田市 香南市 新上五島町 日田市

枝幸町 山田町 鶴岡市 日光市 越谷市 藤沢市 南木曽町 山県市 名張市 能勢町 朝来市 大竹市 諫早市 由布市

鹿部町 金ケ崎町 米沢市 佐野市 入間市 海老名市 中川村 郡上市 尾鷲市 富田林市 西宮市 府中市 田野町 西海市 九重町 薩摩川内市

八雲町 紫波町 新庄市 那須塩原市 草加市 大和市 高山村 中津川市 鳥羽市 福崎町 竹原市 佐川町 島原市 玖珠町 鹿屋市

浜中町 雫石町 小国町 栃木市 三郷市 伊勢原市 大桑村 下呂市 亀山市 多可町 呉市 津野町 東彼杵市 日置市

新十津川町 西和賀町 西川町 矢板市 飯能市 平塚市 白馬村 可児市 志摩市 上郡町 庄原市 中土佐町 姶良市

北竜町 さくら市 深谷市 川崎市 青木村 大垣市 鈴鹿市 稲美町 北広島町 本山町 南さつま市

津別町 下野市 上里町 厚木市 飯鋼町 岐南町 紀北町 猪名川町 坂町 安田町 鹿児島市

上士幌町 那須烏山市 朝霞市 相模原市 東御市 八百津町 東員町 明石市 大崎上島町 四万十町 霧島市

大樹町 小山市 八潮市 真鶴町 須坂市 養老町 南伊勢町 安芸太田町 大月町 奄美市

美幌町 塩谷町 加須市 湯河原町 諏訪市 御嵩町 神石高原町 梼原町 志布志市

厚真町 益子町 さいたま市 大井町 輪之内町 府中町 黒潮町 いちき串木野市

森町 那須町 ときがわ町 笠松町 世羅町 いの町 和泊町・知名町

七飯町 茂木町 小川町 甲州市 大野町 海田町 三原村 さつま町

福島町 上三川町 鳩山町 北杜市 南九州市

雨竜町 市貝町 吉見町 上野原市 枕崎市

更別村 壬生町 寄居町 甲府市 伊佐市

鶴居村 那珂川町 川島町 山梨市 屋久島町

赤井川村 長瀞町 笛吹市 阿久根市

島牧村 東秩父村 曽於市

芦別市 大崎町

洞爺湖町 肝付町

厚沢部町

知内町 南城市

江差町 沖縄市

三笠市 那覇市

根室市 糸満市

乙部町 石垣市

今金町 名護市

古平町 北谷町

豊見城市

北中城村

○沖縄県

大分県・竹田市・豊
後大野市・臼杵市

大分県・佐伯市・津
久見市

大分県・大分市・別
府市・由布市

大分県西部圏（日田
市・玖珠町・九重
町）

○宮崎県

宮崎県・日向市・門
川町・美郷町・諸塚
村・椎葉村

○鹿児島県

○兵庫県

高知県嶺北地域公
共交通協議会（本山
町・大豊町・土佐
町・大川村）

長崎県・諫早市・雲
仙市・島原市・南島
原市

大分西部圏（日田
市・玖珠町・九重
町）

兵庫県・豊岡市・
養父市・朝来市・
香美町・新温泉
町

東京都・港区（東
京メトロ南北線）

東京都・江東区
（東京メトロ有楽
町線）

○宮城県

新潟県・新潟市・
燕市・三条市・長
岡市・柏崎市・上
越市・糸魚川市・
小千谷市・魚沼
市・南魚沼市・十
日町市・阿賀野
市・五泉市

福島県、会津若
松市、喜多方市、
会津坂下町、湯
川村、柳津町、会
津美里町

宇都宮市・芳賀
町

○群馬県

○神奈川県

○山梨県

○栃木県

○埼玉県

那須塩原市・大
田原市・那須町・
那珂川町

○千葉県

○北海道 ○青森県 ○秋田県 ○福島県 ○東京都○茨城県

○富山県

福島県・田村市・
南相馬市・川俣
町・広野町・楢葉
町・富岡町・川内
村・大熊町・双葉
町・浪江町・葛尾
村・飯舘村・福島
市・いわき市

むつ市・大間町・
東通村・風間浦
村・佐井村

八戸市・三戸町・
五戸町・田子町・
南部町・階上町・
新郷村・おいらせ
町

宮古市・久慈市・
野田村・普代村・
田野畑村・岩泉
町・山田町・大槌
町・釜石市・大船
渡市・洋野町・陸
前高田市

五城目町・八郎
潟町・大潟村

館林市都市圏
（館林市・板倉
町・明和町・千代
田町・邑楽町）

館山市・南房総
市

城端・氷見線沿
線地域（高岡市・
氷見市・砺波市・
南砺市）

○新潟県

○山形県

長井市・南陽市・
川西町・白鷹町

北海道・妹背牛
町・秩父別町・
北竜町・沼田町

北海道・後志振
興局管内全20市
町村・長万部町

○熊本県○京都府

北近畿タンゴ鉄道
沿線地域（京都府・
兵庫県・福知山市・
舞鶴市・宮津市・京
丹後市・伊根町・与
謝野町・豊岡市）

○島根県

一畑電車沿線地域
（島根県・松江市・
出雲市）

○鳥取県

○愛媛県

○大分県

大分県・中津市・宇
佐市・豊後高田市

○福岡県

高知県東部広域地
域公共交通協議会
（室戸市・安芸市・
南国市・香南市・東
洋町・奈半利町・田
野町・安田町・北川
村・馬路村・芸西
村）

大分県・国東市・杵
築市・日出町・姫島
村

人吉市・錦町・多良
木町・湯前町・水上
村・相良村・五木
村・山江村・球磨
村・あさぎり町

熊本県・南阿蘇村・
高森町

○長崎県

JR関西本線沿線
（京都府・笠置
町・和束町・南山
城村）

福知山市・舞鶴
市・綾部市・宮津
市・京丹後市・伊
根町・与謝野町

三木市・小野市・
神戸市

洲本市・淡路市・
南あわじ市

○佐賀県

佐賀県・唐津市・玄
海町

○石川県

石川県並行在来
線地域（石川県・
金沢市・小松市・
加賀市・白山市・
能美市・野々市
市・津幡町）

○長野県

飯田市・松川町・
高森町・阿南町・
阿智村・平谷村・
根羽村・下條村・
売木村・天龍村・
泰阜村・喬木村・
豊丘村・大鹿村

松本市・山形村・
朝日村

○山口県

○香川県

○高知県

鳥取県・米子市・境
港市・日吉津村・大
山町・南部町・伯耆
町・日南町・日野
町・江府町

鳥取県・鳥取市・岩
美町・若桜町・智頭
町・八頭町

鳥取県・倉吉市・琴
浦町・北栄町・湯梨
浜町・三朝町

○大阪府 ○徳島県

金沢市、白山市、
かほく市、野々市
市、津幡町、内灘
町

福井県・敦賀市・
小浜市・美浜町・
高浜町・おおい
町・若狭町

福井県並行在来
線地域（福井県・
福井市・敦賀市・
鯖江市・あわら
市・越前市・坂井
市・南越前町）

○和歌山県

○滋賀県

彦根市・愛荘町・
豊郷町・甲良町・
多賀町

笠岡市（岡山県）
福山市（広島県）

○広島県

三江線沿線地域（島根
県・江津市・川本町・
美郷町・邑南町・広島
県・三次市・安芸高田
市）

○岡山県

○静岡県

白川町・東白川
村

恵那市・中津川
市

設楽町・東栄町・
豊根村

大阪市
（なにわ筋）

大阪市
（咲洲・夢洲）

滋賀県・大津市・
草津市・守山市・
栗東市・野洲市・
湖南市

○福井県

養老線沿線地域
（大垣市・桑名
市・海津市・養老
町・神戸町・揖斐
川町・池田町）

近江鉄道沿線地
域（滋賀県・彦根
市・近江八幡市・
甲賀市・東近江
市・米原市・日野
町・愛荘町・豊郷
町・甲良町・多賀
町）

JR山陰本線沿線
（京都府・綾部
市・南丹市・京丹
波町）

○三重県

○奈良県

静岡県・沼津市
（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南
伊豆町・松崎町・
西伊豆町

静岡県・沼津市・
熱海市・三島市・
伊東市・伊豆の
国市・函南町・東
伊豆町・河津町

沼津市、熱海市、
三島市、伊東市、
下田市、伊豆市、
伊豆の国市、東
伊豆町、河津町、
南伊豆町、松崎
町、西伊豆町及
び函南町

○岐阜県

えちぜん鉄道沿
線地域（福井市・
大野市・勝山市・
あわら市・坂井
市・永平寺町）

福井鉄道沿線地
域（福井市・鯖江
市・越前市・越前
町・池田町・南越
前町）

中頓別町・浜頓
別町

西之表市、中種子

町、南種子町

阿武隈急行線地
域（伊達市・角田
市・福島市・丸森
町・柴田町）

東京都・中央区・
港区・江東区

・赤字は立地適正化計画作成済みの自治体
・灰色は計画期間が満了している自治体

▲地域公共交通計画の作成状況一覧（令和５年７月末時点） 

※地域公共交通計画の一覧は、以下の国土交通省のホームページでも確認できます

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001597329.pdf 

■ 令和５年７月末時点で、873件の地域公共交通計画が作成。
（令和５年３月末時点で、386自治体が地域公共交通計画及び立地適正化計画を両方作成。（※立地適正化計画作成都市数：504））

■ 令和５年７月末時点で、80件の特定事業実施計画について国土交通大臣が認定。
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 地域公共交通計画作成のメリット  

地域公共交通計画の作成によるメリット（作成の意義）について、主なものを以下に紹介します。 

 

メリット１ 地域公共交通政策の「憲法」 

地域公共交通計画は、「自分たちの地域ではこのような考え方で地域公共交通の持続的な提供を

行います」という宣言文です。地域の方々から寄せられる個別の要望にも、地域公共交通の全体ビ

ジョンや政策推進の観点から明確に回答することができるようになります。また、事業実施に当た

っての住民・議会への説明、予算要求時の財政協議などに際し、“法定の”計画に事業が位置付けら

れていることが根拠となります。 

さらに、地域の関係者は協議への“応諾義務”や“結果の尊重義務”が法律に定められており、行

政の強いリーダーシップのもと、取組を推進することが可能となります。 

 

メリット２ まちづくり施策や観光施策との連携と協働の強化 

地域交通法では、まちづくり施策や観光振興施策と連携した地域公共交通の持続的な提供につい

て明記されています。また、他分野との連携により生み出されるクロスセクター効果は、交通事業

の推進だけでなく、関係分野の事業推進や、類似・重複する事業の統合・効率化などにもつながりま

す。 

 

メリット３ 関係者間の連携と協働の強化 

法定協議会を設置して、協議・意見交換・合意のもとに計画作成を進めることで、行政・交通事業

者・地域団体等のアクションプランを立てることができるとともに、新たな問題を解決するための

方針を話し合うこともできます。また、こうした関係者間の連携・協働の強化を継続することは、行

政担当者を含めた交通関連人材の育成につながり、継続期間が長いほど、また、頻度が高いほど、地

域全体としてのスパイラルアップにつながります。 

 

メリット４ 交通機関同士の役割分担の明確化と連携強化 

地域公共交通計画は単一の公共交通機関の運行計画ではなく、地域内で運行を行う交通事業の連

携を促進させ、効率的な地域公共交通の充実化につなげるための計画として位置付けています。地

域公共交通計画の作成をきっかけに、地域全体のネットワークの在り方について、鉄道、バス、タク

シー、その他地域の輸送資源を一体として検討し、地域公共交通全体の連携を強めたり、効率性を

高めるための方針や目標、事業を関係者で議論したりすることができます。そのため、MaaS 等の

導入を検討されている地域の方々にとっても重要な位置付けとなる計画です。 

 

メリット５ 地域における公共交通施策の継続性 

多様な関係者との協議を経て作成された地域公共交通計画が定められていることで、担当職員の

異動が発生した際にも、政策の継続性が確保されます。 

また、計画に目標とその PDCA が位置付けられていることで、定期的なチェックが行われるなど

モニタリング機能が働くこととなり、突発的な利用者減少や路線廃止などを早期に察知し、対応を

検討することが可能となります。 
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地域公共交通計画等の作成と運用の手引き [理念編]  

地
域
公
共
交
通
計
画
の
作
成
に
向
け
て 

第
３
章 

 地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化  

国土交通省では、地域公共交通の維持に対する支援として、乗合バスの運行費等に対し、「地域公

共交通確保維持事業」に基づき、交通事業者等へ支援を行っているところです。真に公的負担により

確保・維持が必要な系統等に対し、効果的・効率的な支援を実施するため、令和 2 年の地域交通法改

正と合わせる形で、地域公共交通計画の作成及び計画における補助系統等の位置付けの補助要件化（計

画制度と補助制度の連動化）を行いました。 

今後、補助制度の活用のためには、補助系統等を地域公共交通計画に位置付ける必要がありますの

で注意してください。また、今後は原則として法定協議会（幹線バスについては乗合バス事業者又は

法定協議会）に対し補助を行う点についても留意しましょう。なお、補助制度と計画制度の連動に関

しては実践編「第 1 章 1.5 計画制度と補助制度の連動化について」で解説しますので、詳しく知り

たい方は参照してください。 

 

 地域公共交通特定事業の活用  

地域公共交通計画に定められる事業のうち、特に重点的に取り組むことが期待される事業のことを

「地域公共交通特定事業」として定めています。 

地域公共交通計画を作成することにより、「地域公共交通特定事業」の活用のための実施計画を作

成することが可能です。各特定事業の実施計画について、国土交通大臣の認定を受けることにより、

特例制度や国による財政支援の特例等を活用することができます。 

 

 

▲地域交通法に基づく計画制度の体系 

  

協議会を開催し策定
（地方公共団体・交通事業者・道路管理

者・利用者・学識者等から構成）

基本方針 （国土交通大臣・総務大臣が策定）

国土交通大臣が
認可

法律の特例措置
（独占禁止法の
カルテル規制の

適用除外）

（事業者）

共同経営計画

＜独占禁止法特例法
において措置＞

国土交通大臣が認定

法律の特例措置

新地域
旅客運送
事業計画

（DMV、

水陸両用車等）

（事業者）

法律の特例措置

国土交通大臣が認定

地域公共交通特定事業
（必要に応じて地域公共交通計画（改正前：地域公共交通網形成計画）に事業実施を記載できる）

（事業者）

地域公共交通利便増進実施計画
（改正前：地域公共交通再編実施計画）

（地方公共団体）

（事業者）

海上運送
高度化事業

（海上運送サービ
ス改善）

軌道運送
高度化事業
（LRTの整備）

（事業者）

道路運送
高度化事業
（BRTの整備）

（事業者）

鉄道事業
再構築事業
（鉄道の上下分

離等）

（事業者）

軌道運送高度化
実施計画

道路運送高度化
実施計画

海上運送高度化
実施計画

鉄道事業再構築
実施計画

（事業者） （事業者）（事業者） （地方公共団体・事業者） （地方公共団体・事業者）

鉄道再生事業
（廃止届出がなされた

鉄道の維持）

（事業者）

鉄道再生
実施計画

国土交通大臣に届出

地域旅客運送サービス
継続事業

（事業者）

地域旅客運送サービス
継続実施計画

（地方公共団体）

地域公共交通計画

地域公共交通利便増進事業
（改正前：地域公共交通再編事業）

新モビリティ
サービス
事業計画

（事業者）

貨客運送
効率化事業

貨客運送効率化
実施計画

（事業者）

（事業者）

法律の特例措置法律の特例措置

（令和2年改正）
 従来の公共交通サービスに加え、地域の多様な輸送資源（自家用有償旅客運送、

福祉輸送、スクールバス等）を位置付け、地域の移動ニーズにきめ細やかに対応。

 定量的な目標（利用者数、収支等）の設定、毎年度の評価等により、データに基づくPDCAを強化。

（令和5年改正）

 地域の関係者の連携と協働を推進し、地域の関係者相互間の連携に関する事項を地域公共交通計画への記
載に努める事項として整理。

（原則として全ての地方公共団体が策定）

（改正前：地域公共交通網形成計画）
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▼地域で実現したいことと地域公共交通特定事業の活用イメージ 

地域で実現したいこと 活用できる事業 事業の概要 

地域全体の交通の見直し・

再編を行いたい 地域公共交通利便 

増進事業 

地域公共交通の利用者の利便を増進するため

路線等の編成や事業内容の変更、等間隔運行や

定額制乗り放題運賃の設定等を行う事業 

→詳しくは別冊 第２章をご覧ください 

エリア一括協定運行事業

を行いたい 

事業継続が難しい路線バ

ス等の生活交通の事業継

続を図りたい 

地域旅客運送 

サービス継続事業 

廃止が見込まれる路線バス等について、公募に

より新たなサービス提供事業者を選定し、地域

旅客運送サービスを継続する事業 

→詳しくは別冊 第１章をご覧ください 

ＬＲＴを導入したい 軌道運送高度化事業 

LRT の導入等により、定時性の確保、速達性の

向上、快適性の確保等の運送サービスの質の向

上を図る事業 

ＢＲＴを導入したい 

道路運送高度化事業 
BRT 等の導入による定時制、速達性及び快適

性に優れた道路運送を確保する事業 

AI オンデマンド交通を導

入したい 

EV バスを導入したい 

海上運送を見直したい 海上運送高度化事業 
定時性、速達性及び快適性に優れた海上運送を

確保する事業 

大量輸送機関としての特

性が生かせていない鉄道

の事業継続を図りたい 

鉄道事業再構築事業 

大量輸送機関としての特性が生かせていない

鉄道事業について、国の関与のもと市町村等と

鉄道事業者が協働で計画を作成し、地域旅客運

送サービスを継続する事業 

廃止届出がなされた鉄道

の維持を図りたい 
鉄道再生事業 

鉄道事業者と市町村が連携して、事業の廃止届

出がなされた鉄道事業の維持を図る事業 

貨客混載に取り組みたい 貨客運送効率化事業 
貨客混載の取組の実施により公共交通の生産

性向上を図る事業 

 

なお、令和 2 年の地域交通法改正に伴い創設された MaaS の円滑な普及促進等、情報通信技術と

交通の組合せによる利便増進に向けた「新モビリティサービス事業」については、上で述べた地域公

共交通計画や特定事業に係る実施計画とは別に「新モビリティサービス事業計画」を作成する必要が

あります（新モビリティサービス事業計画については、別冊 第 3 章で説明します）。 
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第４章  地域公共交通計画の作成・運用に当たっての 10 のポイント  

 

■地域の問題点・課題を明確にする上でのポイント（→具体的には実践編 第 2 章） 

ポイント①  地域に足を運ぶとともに、データを使って分析・議論しましょう  

地域の公共交通のあるべき姿を具体化していくためには、何よりも担当者が「利用者」の目線から

地域の実態を知っておく必要があります。まずは現地に足を運び、自分自身の目で見て、地域の方と

話をして、実態や問題点を肌感覚として把握することが重要です。 

分析・議論をするに当たっては、マーケティングの意識を持ちましょう。地域経営の観点から、ど

のような方が公共交通を求めているのか、利用する目的、季節、曜日、時間帯、頻度などの情報をで

きるだけ収集し、その需要を満たすにはどのような交通手段が適切か、全ての需要をカバーするの

か、ある程度で線を引くのかなど、地域で地域公共交通計画の作成時点において最適だと思える着地

点を議論しましょう。 

また、地域公共交通計画に記載する内容（目標や事業など）の調整に当たっては、法定協議会等で

関係者と話し合いを重ねる必要があります。その際には、地域や公共交通の現状・問題点について、

根拠を明確に議論することが重要ですので、利用者の少ない現状やバス停の混雑状況等、現地で感覚

的に把握した事柄については、データで裏付けを行うことにより、議論も円滑に進むことが期待され

ます。 

 

ポイント② 周りにサポーターを増やしましょう  

地域公共交通計画を円滑に作成し、実行していくためには、行政と交通事業者とのパートナーシッ

プを築く必要があります。普段から定期的に交通事業者との対話を重ね、現状や問題点を共有化し、

信頼関係を構築することが大切です。そのためには、外部のアドバイザー等も有効に活用できる体制

を築くとともに、関連する部署・部局の担当者とも連携して、周囲にサポーターを増やしていくこと

が大切です。また、自治会や地元の団体・企業などとの協力関係も積極的に築くことで、利用者とし

ての立場だけでなく、これからの地域公共交通の担い手になってもらうことも考えられます。「われ

われの地域公共交通」として、ともに解決できることがないか話し合いましょう。 

地方運輸局等・運輸支局、都道府県の担当者に打合せ等に参加してもらい、検討状況を共有すると

ともに、適宜アドバイスを受けたり、他地域の情報等を入手したりすることなども有効です。また、

先進事例における工夫や試行錯誤は、計画作成において非常に有益な情報になります。 

 

ポイント③  計画区域を適切に設定しましょう  

住民の生活圏や公共交通利用者の移動範囲をみると、一市町村では完結せず、市町村境界を跨いで

広域的に広がっているケースが少なくありません。例えば、地域を跨ぐ鉄道や乗合バス、コミュニテ

ィバスの運行が行われている場合、地域公共交通計画の作成に当たっては、一市町村だけではなく、

複数の市町村が連携して計画作成に取り組んだり、都道府県が当該市町村と共同して計画作成に取り

組んだりする必要があります。 

市町村間での連携だけでは計画作成が難しい場合は、共同して都道府県に対し、地域公共交通計画

を作成することを要請することができます。複数の市町村から要請があり、なおかつ都道府県が必要
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と認める場合は、都道府県は当該市町村と共同して地域公共交通計画を作成してください。また、補

助事業の活用において、市町村間の連携や都道府県との調整が必要なケースもあることに注意しまし

ょう。 

関係する市町村数が非常に多い場合、調整の負担が大きくなってしまう場合もありますので、まず

は先導的に隣接する市町村との連携（例えば、関係する市町村の担当者と意見交換の場を設ける、自

分の地域の法定協議会に委員・オブザーバーとして参加してもらうなど）から始めてみて、都道府県

に相談を行いつつ、検討・協議を進める中で周辺の市町村にも範囲を広げていくなど、徐々にステッ

プアップしていくことも有効です。 

 

■協議会運営を行う上でのポイント（→具体的には実践編 第 3 章） 

ポイント④  地域公共交通に関する課題と解決策は法定協議会で考え、実行しましょう  

地域公共交通計画の作成においては、「法定協議会」の役割が非常に重要となります。法定協議会

は、地域公共交通計画の作成に関する協議・実施に関する連絡調整のみならず、計画の実施に関して

も協議ができるようになっています。つまり、法定協議会は単なる計画作成のオーソライズ機関では

なく、これからの地域公共交通の見直しを推進していく上での「推進本部」ともなるものです。地域

にとって必要なことを企画し、実行していくために、法定協議会をうまく活かしていくことを念頭に

置いてください。計画に記載したことを適切に実施し、継続的に達成状況を評価できている地域の多

くは、計画作成後も法定協議会（幹事会や分科会等の下部組織の開催を含む）を定期的に実施し、活

発に議論しています。 

地域公共交通計画の作成・運用は、行政単独で実現できるものではありません。法定協議会を通じ

て議論した行政、交通事業者、住民をはじめとする関係者全員の役割と責務については地域公共交通

計画の中で明確化しましょう。 

 

■目標設定と検証の方法を考える上でのポイント（→具体的には実践編 第 4 章） 

ポイント⑤  関係者で共通認識が持てるような目標を設定しましょう  

地域の関係者が共通認識を持って取組を推進することができるよう、可能な限り具体的かつ明確な

目標を設定しましょう。また、設定した目標に合わせて適切な数値指標・目標値を定めましょう。特

に、 

1. 地域公共交通の利用者数 

2. 収支状況 

3. 当該地域公共交通に投じられる公的負担額 

に関する指標については、原則全ての計画において設定するように努める必要がありますので、デー

タ収集の方法や分析の方法について理解しておきましょう。 

また、地域公共交通の確保・充実は、まちづくり、観光振興、商業、健康・医療、福祉・介護、教

育、環境等の他の行政分野にも影響を及ぼすことが考えられますので、目標設定においては分野横断

的に考えるようにしましょう。 
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ポイント⑥  モニタリング・評価を徹底しましょう  

設定した目標を着実に達成するためには、地域公共交通計画の作成後、計画に定めた事業の実施状

況についてモニタリングするとともに、各数値指標に関する評価を毎年度行う必要があります。また、

評価については、単に目標値に「達した・達していない」の確認作業をするだけではなく、評価の結

果に基づいて、事業の充実等の検討を行うとともに計画の見直しに反映する必要がありますので、目

標を設定するだけではなく、評価結果を踏まえてどのように見直しを行うのか、その方針についても

計画内で明確化しましょう。 

また、モニタリング・評価の適切な運用のためには、ポイント④で述べた法定協議会の定期的な開

催が重要です。モニタリング・評価のスケジュールは法定協議会の開催スケジュールと連動して検討

し、計画内でもそれを明確にしましょう。 

 

■これからのサービスの在り方を考える上でのポイント（→具体的には実践編 第 5 章） 

ポイント⑦  地域の実情に合わせ、幅広い視点からサービスの内容を検討しましょう  

個別の地区や事業といった「部分最適」の考え方ではなく、計画対象とする区域全体かつ地域旅客

運送サービス全体の望ましい在り方に向けて、地域全体・地域に関係する事業全体を見渡した「全体

最適」の発想で検討を進めてください。 

同じ理由から、計画作成においては、特定の交通モードだけに特化するのではなく、地域に存在す

る複数の交通モードを一体的に取り扱ってください。その際には、鉄道、バス、コミュニティバス、

タクシー等の交通機関に加え、LRT・BRT の整備や AI オンデマンド交通、自動運転、超小型モビリ

ティ、グリーンスローモビリティ、シェアサイクル等の新たなモビリティサービスも含めて利用者目

線であらゆる輸送モードを一体的に捉え、適材適所で導入しつつ、サービス提供者が相互に連携・協

働することで利便性の向上を図ることが重要です。 

また、人手不足の現状においては自家用有償旅客運送やスクールバス、福祉輸送、病院・商業施設・

宿泊施設・企業などの既存の民間事業者による送迎サービス等、地域の輸送資源を総動員して最大限

活用することは喫緊の課題です。 

なお、本書での「地域の輸送資源の総動員」とは、次の図に示すように、既存の交通手段の活用を

基本に、より効率的かつ持続可能な運行形態や交通機関の活用の可能性を幅広く検討・実施すること

を意味しています。つまり、まずは既存の乗合バス等の公共交通が活用できないかしっかりと検討し、

それでも十分でない領域を地域で活用できる他の輸送資源で補完するというステップで検討を進める

ことがポイントとなります。 
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▲地域の実情に合わせた交通手段の見直しのイメージ 

 

ポイント⑧  分野を横断した連携を行いましょう  

既存の総合計画や都市計画マスタープラン、立地適正化計画において整理されている将来都市構造

と、地域公共交通に関する方針を共に踏まえた上で、課題整理や今後の方針等の検討を進めます。短

期的な地域公共交通の課題を解決しようとしても、将来の都市構造と整合したものでなければ、持続

可能な解決策となりません。具体的には、居住や都市の拠点となる施設の立地が公共交通の利用動態

に大きな影響を与えることから、人口集積状況や、病院、スーパーマーケット等の商業施設、学校、

温浴施設、役場、公民館、図書館、生涯学習施設、福祉施設、道の駅、地域の観光施設といった、地

域住民が集まる施設の立地の状況や今後の方針を踏まえるとともに、将来的にどのような区域に市民

の居住を誘導していくのかという長期展望に沿って、地域公共交通ネットワークの在り方を考えるこ

とが有効になります。このように、各地域において、人口減少下での都市構造への転換と、地域公共

交通の利便性・効率性を向上させる取組が可能な限り相乗効果を生み、地域公共交通の持続可能性が

増すよう、連携の姿を模索することが強く望まれます。 

また、地域公共交通の利用促進・マイカー利用からの転換・需要創造を積極的に展開していく上で

も、まちづくりや観光振興、商業、健康・医療、福祉・介護、教育、環境等の多様な分野との連携の

もと、分野の垣根を越えて、地域内外の人的・物的資源を有効活用した移動手段の確保に取り組みま

しょう。 

 

ポイント⑨  新技術や新たなサービスを積極的に活用しましょう  

公共交通に関する AI・IＣＴ等の新技術や新たなサービスの効果的な導入による「交通 DX」、車両

の電動化や再生可能エネルギーの地産地消等の「交通 GX」等の技術革新は、運送サービスの質の向

上に資する効果はもとより、地域における交通課題の解決や交通事業者の事業の持続性の改善に有効

である可能性もあります。このような取組に関しては、交通事業者だけでなく、地方公共団体や地域

の関係者も含めて議論・検討を進めることが重要です。一方で、新技術や新たなサービスを導入すれ

ば地域の交通課題が全て解決するわけではないため、注意が必要です。数ある技術・サービスから自

※上記に併せて、①運行経路・ダイヤ等の見直し、②利用促進等を実施

路線バス
（地域間幹線等）

コミュニティバス
（定時定路線又はデマンド型）

乗合タクシー
（デマンド型）

路線を定めて運行するものであって、かつ、路線毎
にダイヤが定められている運行の形態。

⇒目的地への一定の輸送ニーズ（通学・通院等）を束
ねることで効率的にサービスを提供できる。

決められた場所を決められた時間に運行

定時定路線

需要規模に応じた
効率的・効果的な運行

路線・ダイヤを定めず、旅客毎の需要に応じた乗合
運送を行う運行の形態。

⇒利用者の輸送ニーズに応じて、運行ルートや乗降
場所を柔軟に設定できる。

デマンド型

バス停等のミーティングポイントをあらかじめ定め予約が
あった場合に運行するミーティングポイント型

バス停等を定めず区域内で予約があったとこ
ろを最短距離で運行するドアtoドア型

タクシー（乗用）の活用

（例）大分県南部圏

駒ヶ根市

（例）八代市

（例）神石高原町

自家用有償旅客運送
（市町村自ら又はＮＰＯ等による運行）

（例）鳥取県西部、八幡浜市

スクールバス、福祉輸送、病院・商業施設等の
送迎サービス等の積極的活用

（例）弘前市

バス・タクシーによるサービスの提供が困難な場合
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分たちの地域の課題に適したものを選択するためには、地域課題や技術・サービスを正しく理解して

おく必要がありますし、導入した技術・サービスを活用して、どのように地域の新しいライフスタイ

ルに提案していくかという事項も、併せて検討すべき需要なポイントです。 

なお、このような取組は、単独の市町村ではなく広域なエリアで対応することで事業の効率性が高

まったり、スケールメリットが生きたりするケースも想定されます。事業の特性や規模によっては都

道府県が主導して取り組むなどの対応も考えましょう。 

また、地域にあったサービスを実際に運行する際には、スマートフォンによる運行情報や経路検索

の提供、案内標識の多言語化等により、利用を促進しましょう。 

 

ポイント⑩  地域公共交通特定事業や各種予算制度を有効に活用しましょう  

令和 5 年の地域交通法改正により、ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充が図られる

とともに、バス・タクシー等の地域公共交通の再構築に関する仕組みが拡充され、地域公共交通特定

事業がより活用しやすくなりました。地域公共交通の持続可能な提供を確保する観点から、各事業の

特性や地域における公共交通の利用状況、他の公共交通への影響、地域特性などを踏まえた上で、地

域公共交通計画の目標を達成するために必要な事業を適切に選択し、有効に活用しましょう。 

加えて、「交通ＤＸ」、「交通ＧＸ」、官民・事業者間・他分野との「3 つの共創」による経営効率

化・経営力強化を図る取組や、観光と連携した取組等に対する支援の強化が図られており、これらの

国等による支援制度も地域課題の解決に有効であり、活用を検討してみましょう。



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 5 年 10 月 

【問い合わせ先】 

○国土交通省総合政策局地域交通課 
℡：03-5253-8987 

○北海道運輸局交通政策部交通企画課 
℡：011-290-2721 
 
○東北運輸局交通政策部交通企画課 
℡：022-791-7507 
 
○関東運輸局交通政策部交通企画課 
℡：045-211-7209 
 
○北陸信越運輸局交通政策部交通企画課 
℡：025-285-9151 
 
○中部運輸局交通政策部交通企画課 
℡：052-952-8006 
 

○近畿運輸局交通政策部交通企画課 
℡：06-6949-6409 
 
○中国運輸局交通政策部交通企画課 
℡：082-228-3495 
 
○四国運輸局交通政策部交通企画課 
℡：087-802-6725 
 
○九州運輸局交通政策部交通企画課 
℡：092-472-2315 
 
○沖縄総合事務局運輸部企画室 
℡：098-866-1812 
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